
いじめ対策防止委員会構成メンバー                     

校長・教頭・主幹教諭・教務主任・養護教諭・学年主任 

学びの支援コーディネーター・教育支援部 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 

 

 

いじめ事案の組織的対応図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・学校・家庭・関係各所からの児童の気になる情報 

情報を得た教職員 

担任 学年主任 コーディネーター 教頭 校長 

《いじめ防止対策委員会》 

    ＊情報の共有・検討 

   ＊問題の明確化 

   ＊事案解消の判断 

        

  

経過観察（児童・保護者） 

事 案 の 解 決 

家 庭 

職員会議 

《関係機関との連携》 

・SC  ・SSW  ・児童相談所 

・教育委員会    ・警察    等 

【いじめの解消とは】 

① 当該児童に対する心理的または物理的な影

響を与える行為が止んでいる状態が 3 ヵ月

以上継続している。 

② 当該児童が心身の苦痛を受けていない。 

(本人や保護者が心身の苦痛を感じていな

いかどうか確認する) 

 

※いじめが解消の判断は、いじめ防止対策会議

で行う。 

※いじめが解消している状態に至ったあとも、

日常的に見守り続けていく。 


